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石川県医師協同組合【購買部】

TEL （076）-239-4144
FAX（076）-239-4145

診療現場でまず確認したい定番書【今日の治療指針2026】最新版のご紹介

最新版では、在宅医療分野を当組合理事の
村井先生が担当されています。

『今日の治療指針』は、全国の専門医が執筆し、日常診療における標準的治
療方針を簡潔にまとめた実践書です。

毎年改訂され、最新の診療ガイドラインやエビデンスを反映しています。診断
後の初期対応から治療選択、フォローアップまでを要点で確認でき、日常診
療の指針として広く活用されています。

本書では、在宅医療分野のうち、フレイル／サルコペニアおよび低栄養への
対策について、村井先生が執筆を担当されています。

超高齢社会の地域医療において不可欠な「フレイル／サルコ
ペニア」と「低栄養への対策」について、日常診療で実践可能
な視点から整理し、現場で活かせる内容として執筆しました。

村井 裕 先生
医療法人社団惠仁会惠仁クリニック 理事長・院長
小松市医師会 会長

書名：今日の治療指針 2026年版

出版社：医学書院

【デスク判】定価：24,200円(税込)、【ポケット判】定価：17,600円(税込)

2026年度 診療報酬改定～実務に役立つ関連書籍のご案内～

【村井 裕 先生 コメント】

診療報酬改定 診療報酬改定 薬価／医薬品

診療点数早見表
2026年度版

【出版社：医学通信社】

医科診療報酬点数表 
令和8年6月版

【出版社：社会保険研究所】

薬効・薬価リスト 
令和8年度版

【出版社：社会保険研究所】

2026年度診療報酬改定に対応
した外来診療向けの点数早見
表です。
外来で頻用される診療行為や
検査の点数を簡潔に確認でき、
日常診療での算定確認に役立
ちます。

令和８年６月改定にいち早く
対応した医科点数表の速報版。
２色の色使い改正箇所のアン
ダーラインや早見表の掲載な
ど、さらに見やすくなりまし
た。

効能・薬価をはじめレセプト
事務に必要な情報を集約。
用法・用量、保険上の取り扱
いなど、必要な情報を即座に
チェックできる、請求・審
査・点検に欠かせない決定版。

当組合では、診療報酬改定に関する

斡旋書籍を取り扱っております。

詳しくは、お問合せください！



税務・会計

木村経営グループ

代表 木 村 岳 二

＊会社紹介＊

昭和50年（1975年）木村光雄税理士事務所として創業。平成26年（2014年）、税理士法人木村経営ブ
レーンとして法人化。50年以上の歴史の中で、基本業務の月次会計監査・税務申告に加え、お客様の事業
環境変化に対応するため、業務の幅を拡げてきた。昭和57年（1982年）、株式会社木村経営ブレーンを

設立して以来、医業経営、相続資産対策に特化。平成４年（1992年）、株式会社木村事業承継ブレーンを
設立し、合併分割などの組織再編、M&Aまで行い、50名規模のグループに至る。（公社）日本医業経営コ
ンサルタント協会の認定登録医業経営コンサルタント７名在籍。URL http://www.kkb-jp.com/

税務

令和７年分の所得税確定申告の変更点



会計経理

賞与の支払回数の違いと影響

会計経理

税理士法人 ノチデ会計

代表税理士 後 出 雅 敏

＊会社紹介＊

税理士法人・医業経営コンサルティング会社・社会保険労務士事務所など各分野のプロフェッショナルをもつ、

医業経営の総合支援グループ。顧問先の多数を占める医業分野には特に力を注いでおり、病医院側の状況に応じ

てオーダーメイドで特に以下の業務を中心に支援を行う。

持分なし医療法人への移行支援、診療・介護報酬等相談、職員が満足する給与・人事評価制度等構築支援、病医

院建替え支援、医療法人及びMS法人設立・運営支援、新規開業及び承継開業支援、病床再編、後継者の意思決

定・養成支援、Ｍ＆Ａ支援 URL http://nochide_kaikei.tkcnf.com

◆賞与の支給回数を見直すという選択肢

多くの医院では、夏と冬の年２回の賞与支給が一般的です。しかし近年、

• 決算賞与を加えた“年３回支給”

• 夏冬を統合した“年１回支給”（一部の上場企業でも採用が増加）

といった支給設計を取り入れる動きも見られます。

賞与は職員のモチベーションだけでなく、人材管理に大きく影響しますが、それぞれの

メリット、デメリットを抑えておきましょう。

◆年３回支給（夏＋冬＋決算賞与）

〇 業績連動で柔軟に支給できる

「利益が出た年だけ支給する」など、変動費として調整しやすい。

〇 職員のモチベーション向上

「頑張れば決算賞与が出る」という明確なインセンティブになる。

× 事務負担が増加

賞与計算・社保確認・評価が１回分増え、事務と経営者の負担が増加。

◆年１回支給（夏冬を統合）

〇 事務負担の軽減

賞与計算・社保確認・評価が年１回で済み、運用がシンプルに。

年１回は評価の機会があることもポイント。

〇 求人票での比較差別化

賞与１回分を月給に振り分けることで月額給与が増加し、求人で有利に働く。

（※ただし「賞与回数が少ない」ことは不利に働く）

→さらに進めると「年俸制（賞与無し）」も選択肢に。

× 満足度低下の可能性

支給機会が減ったように感じられ、心理的満足度が下がる場合がある。

各種ローンにボーナス払いを適用している職員は敬遠する可能性大。

× 退職時期が偏りやすい

支給後に退職が集中するリスクがある（賞与を受け取ってから辞めるケース）。

◆医院にとって最適な支給回数とは？

正解は一つではなく、経営状況・職員構成・採用環境によって最適解は変わります。いず

れの方式でも、導入時には「なぜこの方式にするのか」を丁寧に説明し、職員の理解を得な

がら進めることが制度定着の鍵となります。



医業経営

株式会社 Ｓｅｅｄｓ

代表 笠 田 圭 介

＊会社紹介＊

医療経営士及び医業経営コンサルタントとしての知識を活かし、出資持分対策、人事制度構築、病床

再編、新規事業化、人材確保、経営戦略実行支援、病院建替え、後継者問題の解決など、経営改善の

実務に従事している。

また、都道府県医師会や医療関連団体等でのセミナー講師や雑誌寄稿、医療法人の役員などの公的業

務を担っている。

医業経営

医業の承継（親族間承継に向けた取組み）

医業承継をお考えの先生向けに、承継の実務について連載しています。

今号は、親族間承継のご予定がある医療機関での事前準備のポイントについて

実際に話し合いを進めている各項目の検討の一例を記載します。

・スケジュール … 参画時期、勤務ペース（常勤or非常勤）、引継ぎ時期

・専門性 … 職員教育、新たな設備、周知、業務オペレーション再編成

・人 員 … ２診体制による職員の過不足、給与や福利厚生その他の見直し、

後継者とのコミュニケーション

・業 務 … 電子カルテや関連システム導入による診療の流れ、後継者との診

察分担の整理、カルテ等の医師間共有方法や電子カルテの入力

方法の統一、診療方針の統一

・不動産/動産 … ２診体制に向けたリフォーム、機器等の入替え、内観の整

備（掲示物等の整理含む）

・財 務 … 後継者分の給与の捻出、短中期の収支計画、診療報酬の精査

・連携先 … 既存の連携先との関係構築、新たな連携先との関係づくりに向け

た各種ツールの整理

・間接業務（経理や労務他） … 紙から電子への移行、やり方のスリム化

まずは後継者との話し合いの場を設けたうえで、後継者側の意思や意見を尊重

しつつ、アウトラインを固めます。後継者側は経営参画は初めてですので、話し

合いをしながら経営の勘所を整理し、ご自身の参画イメージを醸成します。

何から話し合いを始めると良いかが分からないとご相談を頂くケースが多いです。

まずはご意向をお聞きしながら、承継とその後もふまえた承継計画を最初に作

らせていただいたうえで、進めていくようにしています。

医業承継についてご関心のある院長先生や関係者様は、お気軽にご相談ください。



社会保険労務士事務所 

宮本人事労務パートナーズ

代表 宮 本 欣 弥

助成金
＊会社紹介＊

『助成金獲得はお任せください！』北陸三県唯一の助成金コンサルティング専門の社労士事務所

です。着手金０円！顧問契約不要！全国の豊富な成功事例で、中小企業の経営者、個人事業主の

皆さまをサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

URL  https://hr-sr.com/

助成金

知って得する助成金情報

両立支援等助成金
（育児休業等支援コース）

１事業主あたり

万
円62

雇用保険に
加入している

女性従業員である
（パートタイマー可）

産前休業前である

まずは条件をチェック！

すべての条件を満たす場合、
産休に入る３カ月前までに
ご連絡いただければ、
助成金申請を代行させて
いただくことが可能です！

規程・環境等の整備
育児休業前に規定等の整備を行い、社員への
周知、休暇を取りやすい環境づくりに努める。

出産

休業取得
出産から8週間以内に開始する
連続3カ月以上の育児休暇を取得する。

その他、以下の加算制度もあります。

業務代替支援 支給額

新規雇用 50万円

手当支給等 10万円

有期雇用労働者加算 10万円

職場復帰後支援 支給額

制度導入時 30万円

制度利用時
子の看護休暇
→1,000円×時間
保育サービス補助→2/3

女性従業員が出産後3カ月以上
の育児休業を取得し、職場
復帰すると、62万円の
助成金が支給されます！



保険・資産運用

認知症と金融リスク③
 〜家族で描く、安心の資産承継プラン〜

株式会社
ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

金沢支店 原 勝 志

保 険 ・
資産運用

＊会社紹介＊

平成12年５月設立、本支店25拠点。全国36都道府県（北陸３県含む）の医師会・医師協同組合

と連携し、医療機関経営という観点から、セミナー活動、情報提供、個別相談などを行っている。

主な業務は、生命保険・損害保険の募集に関する業務、ファイナンシャルプランニング業務、資産

計画の企画立案に関する業務、経営に関する講習会の開催に関する業務、企業の販売活動に関する

人材育成のための教育及び育成業務など。   URL http://www.rml.co.jp

これまで２回にわたり、認知症による金融リスクの現実と、その法的対策である「任意後見」や「家族信
託」について解説してきました。最終回となる今回は、より手軽に始められる金融機関のサービス活用法
と、連載全体のまとめとして「資産の全体最適化」という視点についてお話しします。

■ 「いざという時」に迅速に対応できる金融機関の備え
急に介護費用や医療費が必要になった際、預金口座が凍結されていては対応が困難になります。こうし

た事態に備え、近年、生命保険会社や銀行で、ご本人に代わってご家族が手続きを行えるサービスが充実
してきています。

【生命保険の代理制度】
多くの生命保険には、被保険者（ご本人）が意思表示できない場合に、あらかじめ指定したご家族が保

険金や給付金を請求できる仕組みがあります。
代表的な**「指定代理請求制度」に加え、保険会社によっては「保険契約者代理特約」や「保険契約者代

理請求人制度」**といった名称で、給付金の請求だけでなく、契約内容の変更や解約など、より広範な手続
きを代理人が行えるサービスも登場しています。

これらの特約を付加しておくことで、ご本人の意思確認が取れなくても、ご家族がスムーズに資金を受
け取ることができ、当面の支払いに充てることが可能です。

【銀行の代理人サービス】
こうした動きは銀行にも広がっています。一部の銀行では、あらかじめご家族を代理人として登録して

おくことで、ご本人の判断能力が低下したと診断された場合に、そのご家族が預金の引き出しなどを行え
るサービスを取り扱っています。これにより、生活費や医療費の支払いが滞る事態を防ぐことができます。

これらの制度は、いざという時の資金確保に非常に有効ですが、利用できる手続きの範囲や条件は金融
機関・保険会社によって異なります。まずは、現在ご加入の保険や取引のある銀行に、このような備えが
可能かどうかを確認してみることをお勧めします。

■ 資産承継も視野に入れた生命保険の活用
生命保険は、相続対策としても有効です。死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税

枠があり、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。さらに、受取人が指定されているため遺産分割
協議の対象外となり、納税資金や当面の生活資金として、ご家族が現金を確実に受け取れるという大きな
メリットがあります。

■ 個別対策から「資産の全体最適」へ
任意後見、家族信託、そして生命保険や銀行のサービス。これらはそれぞれ有効な対策ですが、木を見

て森を見ず、となっては意味がありません。最も重要なのは、これらの対策を、ご自身の、そしてご家族
全体の資産ポートフォリオの中でどう位置づけるか、という「全体最適」の視点です。

先生方は、預貯金、不動産（ご自宅やクリニック）、有価証券、生命保険、そして医療法人の出資持分な
ど、多岐にわたる資産をお持ちのことと存じます。
・ご自身の老後の資金はどの資産から捻出するのか？
・配偶者の生活保障は万全か？
・お子様へ、あるいはクリニックの後継者へ、どの資産をどのように遺したいのか？
これらの問いに対して、資産全体を俯瞰しながら、それぞれの制度や金融商品をパズルのピースのように

はめ込んでいく作業が必要です。例えば、「流動性の低い不動産は信託で管理しつつ、当面の生活費は銀
行の代理人サービスで備え、納税資金は生命保険で準備する」といった組み合わせが考えられます。

■ 連載の最後に
この連載をきっかけに、ぜひ一度、ご家族で将来について話し合う「家族会議」の機会を設けてみてく

ださい。そして、少しでも不安や疑問があれば、お一人で抱え込まず、信頼できるファイナンシャル・プ
ランナー（ＦＰ）や司法書士、税理士といった専門家にご相談ください。早期の準備が、ご自身とご家族
の未来に大きな安心をもたらすはずです。



リスクマネジメント

医業ｺﾝｻﾙ

＊会社紹介＊

当社は石川県医師会の関連団体として、昭和40年７月に設立し、数多くの会員の先生方にご加入をいただ

いております団体の「医師賠償責任保険」及び「所得補償保険」、その他損害保険、生命保険の代理店と

して、医師会の会員並びにご家族、従業員の方々へ保険の販売を行っております。

URL https://ishikawa-ikyo.jp/

～全国医師年金の取扱いが開始しました～

【取扱代理店】
石川県医師協同組合

担当 岩脇・中村・前・村井

日本－企－2025－454-11621－B（R7.10.30）
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